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   鹿沼市森づくり条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、森づくりに関し、基本理念を定め、市の責務並びに森林所有

者、森林組合、市民等並びに林業及び木材産業等事業者の役割を明らかにすると

ともに、森づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的か

つ計画的な森づくりを推進し、もって本市の豊かな森林資源の保全及び次世代へ

の継承に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 森林 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２条第１項に規定する森林を

いう。 

 (2) 森林の有する多面的機能 土砂流出及び山地崩壊の防止、洪水軽減等の水源

のかん養、自然環境の保全、地球温暖化の防止、保健休養、景観の形成、木材

その他の林産物の生産及び供給等の森林の有する多様な機能をいう。 

 (3) 森づくり 森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるため、森林を守り

育てるとともに、活用することをいう。 

 (4) 森林所有者 森林の土地を所有する者又は森林の土地にある木竹を所有し、

若しくは育成する者をいう。 

 (5) 市民等 市内に居住し、又は市内に通勤し、若しくは通学する者、市内にお

いて事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 (6) 森林組合 市内に所在する森林組合法（昭和５３年法律第３６号）に規定す

る森林組合をいう。 



 (7) 林業及び木材産業等事業者  市内において森林の施業並びに木材その他の

林産物の生産、加工及び流通の事業を行う者（森林組合を除く。）をいう。 

 （基本理念） 

第３条 森づくりは、市、市民等その他森林に関わる全ての者が連携して、次に掲

げる事項を基本として行わなければならない。 

 (1) 森林の有する多面的機能が市民生活の安全及び安心の基盤であることから、

自然の仕組みを重視した長期的な展望に立ち、生物の多様性に配慮するととも

に、立地条件等の特性に応じた森林の適正な管理を実施することにより、森林

の有する多面的機能が十分に発揮されるようにすること。 

 (2) 林業及び木材産業等の健全な発展が人工林の適正な管理に寄与することか

ら、林業及び木材産業等を振興することにより、木材資源の循環利用が図られ

るようにすること。 

 (3) 豊かな森林資源とその循環利用が地域の活性化に寄与することから、まちづ

くりに関する施策と一体となって行われるようにすること。 

 (4) 森林整備は、立地条件等の特性に応じて実施されるとともに、路網整備等に

当たっては、周辺環境に配慮し、災害の発生の防止に留意すること。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、森づくり

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、国、県、他の地方公共団体等（以

下「関係機関等」という。）と連携し、及び協力するものとする。 

 （森林所有者の役割） 

第５条 森林所有者は、基本理念にのっとり、森づくりの重要性を深く認識すると

ともに、所有し、又は育成する森林について、森林の有する多面的機能が十分に

発揮されるよう森づくりに努めるものとする。 

２ 森林所有者は、所有し、又は育成する森林の境界及び立木の状況を把握すると

ともに、当該森林の管理方針を明らかにするよう努めるものとする。  

３ 森林所有者は、市が実施する森づくりに関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 （市民等の役割） 

第６条 市民等は、基本理念にのっとり、森林の有する多面的機能が市民共有の財

産であることを認識するとともに、市が実施する森づくりに関する施策に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 市民等は、地域で生産される木材その他の林産物を積極的に活用するよう努め

るものとする。 



 （森林組合の役割） 

第７条 森林組合は、基本理念にのっとり、森林の管理の中核的な担い手として、

自らの責任において、木材その他の林産物の生産、供給等を通して森づくりに積

極的に取り組むよう努めるものとする。 

２ 森林組合は、組合員による森林の管理が適正に行われるように働きかけるとと

もに、計画的な森づくりを推進するよう努めるものとする。 

３ 森林組合は、市が実施する森づくりに関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

 （林業及び木材産業等事業者の役割） 

第８条 林業及び木材産業等事業者は、基本理念にのっとり、その事業の実施に当

たっては、森林の有する多面的機能が十分に発揮される森づくりに努めるととも

に、木材その他の林産物の循環利用が可能な森づくりに努めるものとする。 

２ 林業及び木材産業等事業者は、市が実施する森づくりに関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

 （森林の把握） 

第９条 市は、関係機関等、森林所有者、森林組合並びに林業及び木材産業等事業

者等と連携し、森林の現状の把握等に必要な措置を講ずるものとする。 

 （森林の適正な整備及び保全の推進） 

第１０条 市は、森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林の適正

な整備及び保全を推進するため、造林、保育その他の必要な措置を講ずるものと

する。 

２ 市は、森林の適正な整備及び保全が効率的に行われるよう、森林所有者及び林

業従事者による計画的かつ一体的な森林の施業を促進するために必要な施策を実

施するものとする。 

３ 市は、関係機関等と連携し、環境及び地域の特性に配慮した森林所有者、森林

組合並びに林業及び木材産業等事業者が施業を行うに当たって基準となる指針を

策定するものとする。 

 （林業及び木材産業等の持続的な発展） 

第１１条 市は、林業及び木材産業等の持続的な発展を図るため、森林施業の効率

化、経営基盤の強化その他必要な施策を実施するものとする。 

 （多様な生態系に配慮した森林の保全） 

第１２条 市は、森林における多様な生態系が果たす役割の重要性に鑑み、その保

全を図るため必要な施策を講ずるものとする。 



 （木材の利用の拡大） 

第１３条 市は、木材の利用の拡大を図るため、利用促進に関する基本方針を定め、

建築物への活用の促進、市民等に対する理解の促進、公共事業への利用の推進、

加工流通体制の整備のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、木材の安定的な供給体制を整備するため、利用可能な木材資源の把握並

びに林業生産基盤の整備及びその支援を行うものとする。 

 （森づくり活動の推進） 

第１４条 市は、森づくりに対する市民等の理解を一層深めるため、必要な情報提

供を行うとともに、次世代を担う青少年等に対し、教育機関等と連携して自然体

験活動及び森林学習の機会を定期的に提供する等、必要な施策を実施するものと

する。 

 （まちづくりと一体となった森づくり） 

第１５条 市は、森林資源を生かしたまちづくりを推進するため、森づくりに関わ

る産業への就業機会の確保、定住に対する支援、都市又は地域との交流の促進そ

の他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （協働による森づくり） 

第１６条 市は、市民等との協働による森づくりを推進するため、森づくりに関す

る活動への支援、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （森づくり担い手の育成） 

第１７条 市は、関係機関等と連携し、森づくりの担い手となる人材及び事業者の

育成を図るため、労働環境の向上に必要な助言及び支援を行うものとする。 

 （森林環境教育及び木育の推進） 

第１８条 市は、市民等が森づくりについて理解及び関心を深めることができるよ

う、森林環境教育及び木育（子どもをはじめ全ての人が木と触れ合うことで豊か

な心を育む取組をいう。）を推進するものとする。 

 （森づくりの普及啓発） 

第１９条 市は、市民等の森づくりに対する意識を醸成するため、森づくりに関す

る普及啓発を行うものとする。 

 （立入調査） 

第２０条 市長は、森林の把握、森林の整備及び保全の状況の確認その他条例の施

行に関し必要な事項の調査のため、職員を森林に立ち入らせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 



 （財政上の措置） 

第２１条 市は、この条例に基づく施策を実施するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。 

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。 


